
0 

 

 

 

豊島区生活困窮者自立相談支援事業就労支援業務 

及び生活困窮者就労準備・社会参加支援業務委託 

業務説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１２月 

 

豊 島 区 
  



1 

 

令和 6年度 豊島区生活困窮者自立相談支援事業就労支援業務及び 

生活困窮者就労準備・社会参加支援業務委託 業務説明書 

 

１ 目的 

   本事業は生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）に基づき、同法に規定

されている就労支援及び就労準備支援を実施する。就労支援業務は、就労に向けた準備

が一定程度整っており、ある程度時間をかけて個別の支援を行うことで就労が可能であ

る者（自立支援センター入寮者を含む）に対し、キャリアコンサルティング等の支援を

行うことで、早期に生活困窮の状態から脱却を図ることを目的とする。 

就労準備・社会参加支援業務は、就労意欲の減退、離職期間が長期であること等の事

由より早期の就業が困難な生活困窮者自立支援法に定める生活困窮者に対し、日常生活

自立、社会生活自立及び就労自立を支援することを目的とする。ただし、それらの者の

多くは自尊感情や自己有用感を喪失していため、充分配慮すること。 

   

２ 履行日・履行時間 

（１）履行日 

令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日 

・土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（12 月 29

日から 1 月 3 日まで）を除く毎日 

    ※ 夜間及び土日に相談支援業務を実施する場合は、協議のうえで実施する。 

（２）履行時間 

   午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

・同行支援等により出張先にて業務開始終了する際も上記の時間を履行時間とする。 

・研修等実施時間が履行時間と差異が生じた場合は、柔軟に対応すること。 

 

３ 履行場所 

   豊島区役所 4 階 所在地：豊島区南池袋二丁目 45 番 1 号 

事務室（10.16862 ㎡）（現状 5 席分）、相談室（12.66048 ㎡）：合計 22.8291 ㎡ 

  （補足事項）ワークステップとしま（生活困窮者等を対象にした豊島区・東京労働局・

池袋公共職業安定所との連携による就労支援施設）の開設場所について 

豊島区役所 4 階 住所：豊島区南池袋二丁目 45 番 1 号 

 

４ 参考事業規模 

29,366千円（税込）を概算額とする。 

 

５ 支援対象者及び年間目安利用者数 

（１）支援対象者は、次の条件を満たす者（生活保護受給者を除く）とする。 

①豊島区内に住所または居所を有する者。ただし、就労準備支援に係る進路選択支援

からの就労支援については、在住・在学の者を対象とする。 

②現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある

者で、かつ生活困窮者自立支援事業による支援決定をした者。 

③その他支援が必要と認められる者。 



2 

 

④生活習慣や社会参加能力、就労意欲の欠如等様々な阻害要因により一般就労に向け

た準備が整っていない者と判断された者。 

⑤厚生労働省令による資産・収入要件を満たす者。 

（２）上記（１）に関わらず、区長が必要と認めた者は支援対象者とすることができるも

のとする。 

（３）年間目安利用数 

①就労支援事業 

    ア新規就労支援対象数 

・令和 4 年度 427 件 

・直近 3 年間平均 386 件 

    イ個別求人開拓における新規利用数 

・令和 4 年度 139 件 

・直近 3 年間平均 146 件 

   ②就労準備・社会参加支援事業 

    新規就労準備・社会参加支援事業利用数 

・令和 4 年度 104 件 

・直近 3 年間平均 86 件 

   ③上記利用件数を目安とし対応を行う。 

 

６ 業務の概要 

（１）就労支援 

①業務内容 

ア就労相談業務 

支援対象者の生活状況及び職歴等を把握し、就労に至らない阻害要因を精査する

など、自立相談支援員と協議及び調整を行った上で、支援プランを策定するため

十分なアセスメントを実施する。その後対象者の状況に応じた適切な就労支援プ

ランを策定する。支援決定後、キャリアコンサルティングやハローワークへの同

行、更なる就労意欲向上の支援を行い、支援決定者に寄り添った支援を行う。 

    （自立支援センター） 

     自立支援センターに入寮中の支援者が、ハローワーク求人を中心とした就職活動

を行った際に就職に至らなかった場合、自立支援センターからの要請を受け支援

調整会議による支援決定後、必要な支援を実施する。 

イ就労技術支援業務 

支援対象者に履歴書の作成指導や面接対策など就職活動の技術的な支援を行う。 

ウ個別求人開拓業務 

ハローワークの求人情報による支援で就労が困難な者と想定されることを踏まえ、

就労時間や処遇などの適した求人を提供するための個別求人開拓を行う。なお、

事業者の開拓については区内事業者の開拓を優先して行うこと。また、開拓先事

業者と良好な連携体制を構築すること。 

エ就労定着支援業務 

就労後のフォローアップを行い、更なる動機付けや意欲喚起を行うことで安定   

     した就労を実現する。 
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また、実際の労働条件等が当初就労先事業者と取り決めた内容と相違がある場合、

その是正を図ることで、安心して就労できる環境の調整を行うこと。 

オ住居確保給付金の就労支援業務 

住居確保給付金の利用者は次のとおり就職活動を行うことになっており、それ 

     を管理・指導し就職活動への意欲喚起につなげる。 

・毎月 2 回以上、ハローワークへ出向いて職業相談を受ける。 

・毎月 4 回以上、就労支援員による面接等の支援を受ける。 

・原則週 1 回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける。 

また、住居確保給付金に係る支援については、随時区と協議し、その制度運営が

適切に行えるように特に留意すること。 

    カ支援調整会議及び関連する諸会議への参加及び会議資料作成業務 

     個別の相談者に対する就労の支援プランを策定し、支援決定のため支援調整会 

     議に諮る。それに伴う資料作成及び会議への出席、発表等を行う。また、関連す

る諸会議にも同様に対応する。 

    キ業務報告 

     毎月月末締めの数値及び分析結果を提出すること。また、四半期ごとの数値及び 

分析結果も提出し、区への現状報告や問題提起を行い、事業の改善に努める。 

   クその他必要な業務 

（２）就労準備・社会参加支援 

①業務内容 

ア自立相談支援事業の相談支援員によるアセスメント、支援計画の策定過程にお 

いて当該段階から関わることが望ましい場合は、自立相談支援員及び就労支援 

員と連携して業務にあたることとする。 

イ支援期間は最長 1 年が目安とされているが、それ以上の期間が必要とされる面も

あることを考慮し、効果のあるプランとするため、自立相談支援事業の相談支援

員及び就労支援員と連携して支援プランを策定することとする。そのために、各

支援対象者について日常生活自立、社会生活自立、就労自立の各面から状況を把

握し、十分なアセスメントを行い支援対象者から同意を得て、その支援を実施す

ることとする。 

ウ就労準備・社会参加支援の可否については、支援調整会議において関係者との 

協議にて行い、区の決定後支援対象者への具体的な支援を行うこととする。 

エ支援開始後は、個別の支援内容について定期的に評価を行うこととする。 

その支援が適したものでなかった場合には、速やかに支援プランを修正するた 

め、自立相談支援事業（相談）受託者と協議すること。 

    オ通所型の支援を原則とするが、必要に応じて訪問支援等を行うこととする。 

カ区の指定場所又は事業者の施設等にて支援対象者及びその可能性のある者に対 

し、カウンセリングを行うこと。また、新規・継続を含め支援対象者に対し支 

援を行うこと。 

    キ就労準備に関する講習・就労体験（ボランティア、中間的就労含む、以下同じ） 

等を定期的に企画・実施すること。 

    ク就労体験実施に係る協力事業者の開拓を行うこと。事業者の開拓については、区 

内事業者を優先して開拓すること。 
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    ケ支援途中でやる気・自信等を喪失した者が戻ってくることが出来る場所としてあ

り続けること。 

②支援内容 

ア日常生活自立に関する支援 

適切な生活習慣の形成を促すため、以下のような支援等を行う。 

     ・支援対象者への起床や定時通所の促し 

     ・日常生活において規則正しい起床・就寝、バランスの良い食事の摂取、軽い 

運動等に関する助言・指導 

     ・支援対象者が不安やストレスを感じる場面や状況の把握、対応方法に関する助 

言等 

     ・適切な身だしなみに関する助言・指導等 

     ・その他生活自立に対し阻害要因となっている事項への助言・指導等 

イ社会自立に関する支援 

社会的能力の形成を促すため、以下のような支援等を行う。 

     ・基本的なコミュニケーション能力の形成 

・受託者の事務所及び就労体験の協力事業所において、実習形式による軽易な作 

業等に従事する就労体験を通じ、社会自立へ繋がる支援を行う。 

（ボランティアか雇用契約を伴う形態かは、支援調整会議にて決定する。） 

・就労体験、地域参加、デイキャンプ、各種セミナー、居場所づくり等 

・その他社会自立に対し阻害要因となっている事項への助言・指導等 

ウ就労自立に関する支援 

就労自立の形成を促すため、以下のような支援等を行う。 

 ・就労体験の利用の機会の提供等を行いつつ、一般就労に向けた技法や知識の習 

得等を促す。 

・模擬面接の実施 

 ・履歴書の作成指導 

 ・ビジネスマナー講習の実施 

   ・キャリア・コンサルティングを通じた本人の適性確認等 

・就労セミナー等の開催 

エ必要に応じて自立相談支援事業の就労支援員との連携のもとに行う支援 

・就労準備支援について、自立相談支援事業の就労支援員と協議し各支援者にそ 

の対応を協議することとする。 

・就職活動支援について、自立相談支援事業の就労支援員が支援を行うよりも、 

就労準備支援員が引き続き就職活動も行ったほうが効果的と判断される場合 

は、就労準備支援員は、就労支援員と連携しつつ、支援対象者の状況に応じた

仕事探しや、ハローワークへの同行支援等を行うこと。 

・就労後の定着支援については、基本的に就労支援員が行うこととなるが、必要

に応じて就労準備支援員が引き続き相談に応じ、助言・指導を行うなど支援を

行うこと。 

オ障害手帳等の取得について 

生きづらさを抱えた支援者が障害手帳等の取得が見込まれる場合、必要に応 

じて就労準備支援員が相談に応じ、助言・指導を行うなど支援を行うこと。 
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③その他業務 

     ア就労体験実施に係る協力事業者の開拓を行うこと。事業者の開拓については区 

内事業者の開拓を優先して行うこと。 

イ支援調整会議及び関連する諸会議への参加、会議資料作成業務 

     個別の相談者に対する就労の支援プランを策定し、支援決定のため支援調整会 

議に諮る。それに伴う資料作成及び会議の出席、発表等を行う。また、関連する

諸会議も同様に対応する。 

ウ業務報告 

     毎月月末締めの数値及び分析結果を提出すること。また、四半期ごとの数値及び

分析結果も提出し、区への現状報告や問題提起を行い、事業の改善に努める。 

（３）留意事項 

①事前に提出のあった実施計画書で示した支援内容に則して業務を実施すること。②

支援の実施にあたっては、対象者から関係機関との間で情報共有を行う旨の同意 

を得ること。 

③日々の支援を記録する際には、国が定める相談記録システムを使用し、情報を一元

化すること。ただし、業務の質を向上することを目的に、受託者の帳票等を使用す

ることは差し支えない。 

④相談支援、アセスメント、スクリーニング等に際しては、区と事業者の協議にて定

めた様式を使用し、対象者ごとに支援台帳を作成すること。 

⑤関係機関とのネットワークづくりを進めるとともに、ネットワークの積極的な活用

に努めること。 

⑥受託者は区の求めに応じ、区が開催する生活困窮者支援に係る会議に出席すること。 

⑦業務の実施にあたっては、本仕様書のほか、「生活困窮者自立支援事業実施要領」「自

立相談支援事業運営要領」等、厚生労働省・東京都福祉保健局等の所管官庁が発出

する通達・要領等にも十分留意すること。 

⑧豊島区自立相談支援事業は「断らない支援」を目標に掲げ支援を実施している。就

労等が困難と思われるケースについてもできうる限り相談者の自立の可能性を信じ、

相談者が挑戦できる環境づくり等の支援を行うこと。また、その過程においては相

談者の状態を見定め、自立相談支援事業者並びに他機関支援を柔軟に利用すること。 

 

７ 就労支援員等の配置及び役割 

   受託者は本事業を実施するうえで、以下のとおり支援員等を配置すること。 

（１）就労支援 

①主任就労支援員 

ア業務 

 ・相談支援員との調整、協議 

・就労支援員のマネジメント、業務指導等 

・就労支援業務全般の管理、就労支援員に対する指導、育成等 

・就労支援員の業務 

・その他必要な業務 

イ資格・要件 

生活困窮者自立相談支援制度に基づく就労支援業務に 3 年以上従事している者。 
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もしくは、就労支援員・就労準備支援事業従事者養成研修履修資格者証またはこ

れに類する資格を有し、就労支援業務に準じる職務に 5 年以上及びその業務にお

けるマネジメントに 3 年以上従事した者。 

ウ人数 

     常時勤務の者を 1 名以上配置すること。 

②就労支援員 

ア業務 

        ・相談対応、アセスメント、支援計画の作成、相談記録の作成・管理 

        ・ワークステップとしまへの同行 

        ・就労支援（就労意欲の喚起、自立相談支援員及びハローワーク就職支援ナビゲ

ーターとの連携による職種・就業先選定に関する助言及び履歴書の記入・面接

の指導等） 

  ・関係機関・団体との連携、調整 

・その他必要な業務 

イ資格・要件 

キャリアコンサルタントや産業カウンセラーまたはこれらに類する資格を有し、 

就労支援業務に 1 年以上従事している。または、就労支援業務に準ずる職務に 3 

年以上従事した者。 

ウ人数 

常時勤務の者を複数名配置すること。 

 

（２）就労準備・社会参加支援 

①主任就労準備支援員 

ア業務 

・相談支援員との調整、協議 

・準備支援員のマネジメント、業務指導等 

・準備支援業務全般の管理、準備支援員に対する指導、育成等 

・準備支援員の業務 

・その他必要な業務 

イ資格・要件 

 生活困窮者自立相談支援制度に基づく就労準備支援業務に 3 年以上従事している

者。 

もしくは、就労支援員・就労準備支援事業従事者養成研修履修資格者証またはこ

れに類する資格を有し、就労準備支援業務に準じる職務に 5 年以上及びその業務

におけるマネジメントに 3 年以上従事した者。 

ウ人数 

常時勤務の者を 1 名以上配置すること。 

   ②就労準備支援員 

ア業務 

       ・相談対応、アセスメント、支援計画の作成、相談記録の作成・管理 

       ・関係機関への同行 

       ・就労準備支援（就労意欲の喚起、自立相談支援員及びハローワーク就職支援ナビ
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ゲーターとの連携による職種・就業先選定に関する助言及び履歴書の記入・面接

の指導等） 

 ・関係機関・団体との連携、調整 

・その他必要な業務 

イ資格・要件 

キャリアコンサルタントや産業カウンセラーまたはこれらに類する資格を有し、 

就労準備支援業務に 1 年以上従事している。または、就労準備支援業務に準ず 

る職務に 3 年以上従事した者。 

キャリアコンサルタントや産業カウンセラーまたはこれらに類する資格を有し、 

生活困窮者自立相談支援制度に基づく就労支援業務に 1 年以上従事している者。

または、生活困窮者自立相談支援制度に基づく就労支援業務またはそれに準ず

る職務に 3 年以上従事した者。 

ウ人数 

常時勤務の者を配置すること。 

（３）その他共通事項 

   ①支援員等の配置人数は、次のとおり取り扱うものとする。 

ア常時配置の人数は、次のとおり減員できるものとする。 

・受託者の就業規則等の定めによる有給の休暇を取得する場合 

・受託者の従業員を対象とする悉皆の研修、会議等に参加する場合 

・就労支援員等に事故（急病含む）があった場合 

イ次の場合は業務の一環とみなすものとする。 

・業務に関連する会議に出席する場合 

・業務に関連する視察・出張等を行なう場合 

・業務に関連する研修・講演会を受講する場合 

ウ上記の場合で、主任支援員が欠員になる場合は、支援員のうち 1 名が代理の職を

担うものとし、あらかじめ区に報告するものとする。 

エ減員可能とするケースは緊急的、臨時的なものにとどめるものとする。 

したがって、仮にアからイにおいて、窓口への案内が長時間に及ぶ、相談日時の

設定が大幅な遅延するなど受託業務に支障が生じるおそれがある場合は、支援員

等の休暇・出張等の時期を変更し、これが困難な場合は、交代要員の配置など受

託者において代替策を講じなければならない。 

②業務責任者の配置 

       本事業の実施について、相談者からの意見・苦情等に受託者を代表し対応するほか、

業務全体のマネジメント及び区との連絡調整等を行うための責任者を定め、就労支

援業務開始前に書面により区に通知すること。業務責任者と主任就労支援員もしく

は主任就労準備支援員の兼務は可とする。 

 

８ 関係書類の提出及び管理 

 受託者は、本事業の実施にあたり本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し提出 

しなければならない。 

（１）実施計画 

①受託者は、あらかじめ本業務の実施計画書を作成し、契約締結後 30 日以内に区に提
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出すること。また、実施計画に変更が生じる場合には、事前に区の承認を得ること。 

②実施計画書には次に掲げる事項を記載すること 

ア業務実施体制 

各業務担当者の氏名、役割、連絡体制（緊急時を含む）等を記載したもの 

イ年間の実施スケジュール 

ウその他、区が必要とする事項 

（２）各種報告 

受託者は、次に掲げる事項等、業務の実施状況を記載した月間の報告書を作成し、

翌月 15 日（3 月分は当月末まで、なお土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日）

までに区に提出する。 

①支援実施状況（就労相談者数、支援実施者数及び内訳、継続支援・終了等の状況） 

②利用者からの意見要望等 

③その他、区、国、東京都が必要と認める事項 

（３）業務終了後の報告 

受託者は、履行期間満了にあたり、次に掲げる事項を記載した報告書を提出し、区

の検査・承認を得なければならない。 

①事業完了報告書 

②業務実施に要した経費（収支決算書等） 

③各支援員の日報 

④個別の支援状況、留意事項を記載した業務引継書 

⑤その他、区が必要と認める事項 

（４）その他の書類の作成・提出 

上記のほか、受託者は、区の指示に基づき、適宜必要な書類を作成し、提出するこ

と。 

（５）書類の管理・保存 

本事業の実施において作成した書類は業務終了後 5 年間保存すること。 

 

９ 個人情報保護について 

（１）受託者が守るべき事項 

①受託者は、個人情報保護に関する諸法令、豊島区情報セキュリティポリシー及び情

報セキュリティ実施手順を遵守し、漏えい、滅失、改ざん等個人情報に係る事故の

未然防止の措置を講じること。万が一、事故が生じた場合には速やかに区に報告す

ること。 

②受託者においてもプライバシーポリシーや個人情報保護、情報セキュリティに関す

る内部規定を整備すること。 

③受託業務における個人情報保護責任者、作業責任者、作業従事者を特定し、それぞ

れの責任を明確化すること。 

④従事者に対する個人情報保護に関する研修及び教育等を実施すること。 

⑤個人情報の漏洩など事故発生時の対応手順を明確化すること。 

※個人情報の保護に関して、一般財団法人日本情報経済社会推進協会及びその指定

機関が認定したプライバシーマーク（JISQ15001 準拠）の使用許諾事業者の場合

は、上記２）～５）について整備されていると見なすことができる。 
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（２）取り扱う個人情報のセキュリティ対策について 

①個人情報の保管場所の管理体制について 

ア引き渡した個人情報を安全に保管できる設備（施錠できる保管庫・耐火金庫等）

を有すること。 

イ保管場所の施錠及び開錠の責任者の指定並びに鍵の管理を徹底すること。 

ウ盗難及び紛失等の自己防止措置を講じること 

②取り扱う個人情報の管理について 

（個人情報の受渡し） 

ア個人情報の受渡し及び搬送方法を明確化すること。 

イ個人情報の受渡し記録（個人情報の内容、受渡日時、担当者等）を作成すること。 

ウ個人情報の受渡し搬送従事者を限定すること。 

エ個人情報の受渡時に身分証明書又は確認証等により従事者の確認を行うこと。 

   （履行場所） 

ア委託業務の履行場所を限定すること。 

イ履行場所の施錠及び開錠の責任者の指定並びに鍵の管理を徹底すること。 

   （持出・返還・廃棄） 

ア受託業務処理の必要上個人情報を保管場所の外へ持ち出す場合は、持ち出し記録

（個人情報の内容、事由、持出・返却日時、担当者等）を作成し、返却時の確認

を行うこと。 

イ業務上不要になった個人情報の返還方法（直接手渡しする、セキュリティ便で送

付する等）を明確化すること。 

ウ業務上不要になった個人情報を、あらかじめ区の承認を受けて廃棄する場合は、

第三者への漏洩に留意して安全な方法で行い、その結果を区に報告（方法、日時、

担当者等）すること。 

③個人情報の取扱いの遵守状況について 

（個人情報の取扱状況の報告） 

個人情報の取扱いの遵守状況について、契約履行中の定められた時期（6 か月に 1

回）に「個人情報特記事項の遵守に関する報告書」を区へ提出（報告）すること。 

④区の監督等の受入れについて 

ア契約履行中における区の監督院による監督に応じること。 

イ施設等への立入検査又は監査等に応じること。 

ウ担当責任者を指定すること。 

（３）業務の再委託について 

受託者は本業務を第三者に請け負わせ、もしくは委任してはならない。 

（４）本事項の見直しについて 

本事項は、個人情報保護又は情報セキュリティの進展等を踏まえ、継続的に必要な 

見直しを行うものとする。 

 

１０ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）守秘義務 

受託者は、業務の実施により知り得た秘密（個人情報含む）を契約期間中、契約終 

了後そのいかんに関わらず、他に漏えいしてはならない。 
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 （２）障害者差別の解消について 

   本契約の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平 

成 25 年法律第 65 号）及び東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条 

例（平成 30 年条例第 86 号）を遵守し、また、豊島区における障害を理由とする差別 

の解消の推進に関する対応要領（平成 28 年 5 月 31 日施行）の目的等を顧慮し、障害 

者に対し、障害を理由とした不当な差別的取扱いをしないこと。また、障害者から社 

会的障壁の除去を求められた際に、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的 

な配慮をすること。 

（３）性別に起因する差別の解消について 

  本契約の履行に当たっては、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の

実現を目指す条例」、「豊島区男女共同参画推進条例」及び「多様な性自認・性的指 向

に関する対応指針」を踏まえ、性自認及び性的指向に起因する差別的な取扱いを行わな

いこと。 

（４）金銭受領の禁止 

受託者は事業の実施にあたり、対象者から利用料等一切の金銭を徴収してはならな 

い。 

（５）危機管理 

受託者は本事業の実施にあたり起こりうる最大限の事故、災害、障害等の緊急事態 

の想定を行ったうえで、業務の遂行に支障をきたすことのないよう十分な対策を講じ 

ること。 

（６）人材育成 

    受託者は、就労支援員に対し、就労に係かる相談支援に必要な研修等を行い、資質の 

向上に努めること。また就労支援員は、国等が実施する所定の研修を遺漏なく受講する 

こと。 

 

１１ 業務の役割分担及び損害 

（１）役割分担 

区、受託者及び自立相談支援業務事業者の基本的な役割分担は、協議により別途定 

めるとおりとする。 

（２）第三者への損害賠償 

業務の実施について生じた損害は、受託者の負担とする。また、業務の実施にあた 

り第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その 

損害の発生が区の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。 

（３）契約の解除 

①区は、次の事由が生じた場合は、この契約を解除することができる。 

ア受託者がこの契約に違反したとき又は契約の履行が不完全と区が認めたとき 

イ受託者が故意又は重大な過失により区に損害を与えたとき 

②受託者は、区がこの契約に違反したときは契約を解除することができる。 

（４）当事者間の損害賠償 

①区または受託者は、この契約に定める業務の実施にあたり相手方に損害を与えた 

ときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として相手方に支払わなければなら

ない。 
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②受託者は、故意又は善良な管理者の注意を怠ったことにより備品等がき損し、又 

は滅失したときは、自己の負担で現状に回復し、または区にその損害を賠償しなけ

ればならない。 

③受託者は、第三者が備品等に損害を与えた場合又は災害等により損害が生じた場 

合は、速やかに区に報告して、その指示を受けるものとする。 

 

１２ 請求及び支払 

 委託料は、下記の区分による前金払いとし、区は受託者からの請求後 30 日以内に 

支払うものとする。 

（１）前期（令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 30 日まで） 

 （２）後期（令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 

 

１３ 健康管理 

   受託者は常に従事者の健康管理に留意の上、健康状態を把握し、業務に支障がない 

ようにすること。 

 

１４ その他 

（１）受託者は、本事業の実施にあたり、労働関係諸法令その他関係法令を順守するとと 

もに、法令上のすべての責を負うものとする。 

（２）本業務により得られたデータ・成果品は区に帰属するものとし、区の許可なく使用・ 

公開してはならない。 

（３）本業務については、受託者が行う他の事業と区分して経理すること。 

（４）本センターにおいて、既に認可された有料職業紹介所を継続するための更新手続き等

は滞りなく行なうこと。 

（５）区で用意を予定している施設・備品等は、次のとおりである。 

①相談カウンター、相談室（区で提供可能なものに限る）、机、椅子、書類保管庫、パ

ソコン、電話、複合型印刷機、自転車、コピー用紙 

②区施設で業務を行う場合の光熱費及び通信費は区が負担する。 

③上記①・②以外の購入経費等は受託者が負担する。 

（６）受託者は、区と協議のうえ窓口の広報及び周知に努めること。 

（７）国庫補助金を財源にする事業であることを踏まえ、法人の他の業務と区別するととも

に、その使途を明確にしておくこと。また区・東京都・国等の調査に協力すること。 

（８）監督者は 6 か月に 1 回の頻度で履行確認チェックシートにより施行状況を確認すると

ともに必要な監督を行うものとする。 

（９）業務履行、書類提出、打合せ等で本庁舎に来庁する場合の駐車場（駐輪場含む）に掛

かる費用については受託者の負担とする。 

（１０）この業務説明書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた際は、双方協議の上定 

めるものとする。なお、本業務の実施にあたっては双方十分な連携を図ること。 

 

１５ 担当 

〒171－8422 東京都豊島区南池袋 2-45-1 豊島区役所 4 階 西 1 

豊島区保健福祉部自立促進担当課自立促進グループ 宮澤・下浦 
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電 話：03-4566-2453 

ＦＡＸ：03-3981-4303（必ず先頭の 03 を付けて発信すること） 

メールアドレス：A0029452@city.toshima.lg.jp 

 

mailto:A0029452@city.toshima.lg.jp

